
宇部市水道条例施行規程 1 

宇
部
市
水
道
条
例
施
行
規
程 

令
和
四
年
四
月
一
日 

水
道
事
業
管
理
規
程
第
四
十
六
号 

沿
革 

令
和 

 

五
年 

九
月 

十
五
日 

管
理
規
程
第 

 

十
号 

第 

一
次
改
正 

 
 
 

令
和 

 

六
年 

三
月
二
十
七
日 

管
理
規
程
第 

 

七
号 

第 

二
次
改
正 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
、
宇
部
市
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。）
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
連
用
給
水
装
置
の
設
置
） 

第
二
条 

条
例
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
連
用
給
水
装
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
に
限
り
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

家
事
用
水
で
専
用
給
水
装
置
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
た
と
き
。 

二 

水
道
管
口
径
そ
の
他
水
圧
の
関
係
に
よ
り
専
用
給
水
装
置
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認

め
た
と
き
。 

（
給
水
装
置
の
工
事
の
申
込
み
） 

第
三
条 

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
給
水
装
置
の
工
事
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
給

水
装
置
工
事
申
込
書
兼
設
計
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
利
害
関
係
人
の
同
意
書
等
の
提
出
） 

第
四
条 

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
同
意
書
又
は
誓
約
書
等
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

他
人
の
給
水
装
置
か
ら
分
岐
し
よ
う
と
す
る
と
き 

所
有
者
の
同
意
書 

二 

他
人
の
所
有
地
を
通
過
し
て
給
水
装
置
を
設
置
す
る
と
き 

土
地
所
有
者
の
同
意
書 

三 

そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き 

利
害
関
係
人
の
同
意
書
又
は
申
込
者
の
誓
約
書 

（
給
水
装
置
の
工
事
の
設
計
） 

第
五
条 

条
例
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
水
装
置
の
工
事
の
設
計
は
、
次
に
掲
げ
る
範
囲
と
す
る
。 

一 

給
水
栓
ま
で
直
接
給
水
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
給
水
栓
ま
で 

二 

受
水
槽
又
は
こ
れ
に
類
す
る
施
設
（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
当
該
施
設
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る

も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
施
設
へ
の
吐
水
口
ま
で 

２ 

前
項
第
二
号
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
施
設
以
下
の
設
計
図
を
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
設
計
審
査
の
申
請
） 

第
六
条 

条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
水
装
置
工
事
の
設
計
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

給
水
装
置
工
事
申
込
書
兼
設
計
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
工
事
し
ゅ
ん
工
検
査
の
申
請
） 

第
七
条 

条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
水
装
置
工
事
の
し
ゅ
ん
工
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
給
水
装
置
工
事
し
ゅ
ん
工
検
査
申
請
書
そ
の
他
水
道
事
業
管
理
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と
い
う
。）

が
別
に
定
め
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
工
事
費
の
算
出
） 

第
八
条 

条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
費
の
算
出
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 
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一 

材 

料 

費 

管
理
者
の
定
め
る
材
料
単
価 

二 
運 

搬 

費 

管
理
者
の
定
め
る
算
出
基
準 

三 
労 

力 

費 

管
理
者
の
定
め
る
労
務
単
価 

四 

道
路
復
旧
費 

道
路
管
理
者
の
定
め
る
道
路
復
旧
費 

五 

工
事
監
督
費 

管
理
者
の
定
め
る
算
出
基
準 

六 

間

接

経

費 
管
理
者
の
定
め
る
算
出
基
準 

（
工
事
の
保
証
期
間
） 

第
九
条 

管
理
者
又
は
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
が
施
行
し
た
給
水
装
置
の
工
事
で
、
当
該
給
水
装
置

の
工
事
し
ゅ
ん
工
後
一
年
以
内
に
破
損
し
た
と
き
は
、
施
行
者
の
費
用
で
補
修
す
る
。
た
だ
し
、
不
可

抗
力
又
は
使
用
者
の
故
意
若
し
く
は
過
失
に
よ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
給
水
の
申
込
み
） 

第
十
条 

条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
給
水
の
申
込
み
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
区
分
に
従
い
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

新
設
開
始
の
と
き 

新
設
報
告
書
兼
水
道
使
用
開
始
届 

二 

中
止
栓
開
始
の
と
き 

給
水
開
始
届 

（
代
理
人
及
び
管
理
人
の
選
定
又
は
変
更
の
届
出
） 

第
十
一
条 

条
例
第
十
六
条
及
び
条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
代
理
人
及
び
管
理
人
の
選
定
又
は
変
更

の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
給
水
装
置
代
理
人
（
管
理
人
）
選
定
・
変
更
届
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
水
道
の
使
用
中
止
、
変
更
等
の
届
出
） 

第
十
二
条 

条
例
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

水
道
の
使
用
を
や
め
よ
う
と
す
る
と
き 

給
水
中
止
届 

二 

用
途
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き 

用
途
変
更
届 

三 

消
防
演
習
に
私
設
消
火
栓
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
及
び
消
防
用
と
し
て
水
道
を
使
用
し
た

と
き 

消
防
演
習
用
私
設
消
火
栓
使
用
届 

四 

水
道
使
用
者
の
氏
名
又
は
住
所
が
変
更
に
な
っ
た
と
き 

使
用
者
変
更
届 

五 

給
水
装
置
の
所
有
者
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き 

給
水
装
置
所
有
者
変
更
届 

（
私
設
消
火
栓
の
封
印
） 

第
十
三
条 

私
設
消
火
栓
に
は
、
管
理
者
が
封
印
す
る
。 

（
給
水
装
置
の
保
全
） 

第
十
四
条 

給
水
装
置
の
使
用
者
は
、
給
水
装
置
を
常
に
清
潔
に
し
、
検
査
、
修
理
、
漏
水
調
査
又
は
水

道
メ
ー
タ
ー
（
以
下
「
メ
ー
タ
ー
」
と
い
う
。）
の
検
針
に
対
し
支
障
を
き
た
す
よ
う
な
物
件
又
は
工

作
物
を
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
給
水
装
置
の
修
繕
工
事
の
請
求
） 

第
十
五
条 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
給
水
装
置
の
修
繕

工
事
を
行
っ
た
場
合
は
、
修
理
請
求
書
兼
明
細
書
若
し
く
は
漏
水
修
理
請
求
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

（
修
繕
工
事
費
の
算
出
） 

第
十
六
条 

条
例
第
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
水
装
置
の
修
繕
を
行
っ
た
場
合
は
、
次
に
掲

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 



宇部市水道条例施行規程 3 

一 

材
料
費 

管
理
者
が
定
め
る
材
料
単
価 

二 
労
力
費 

管
理
者
が
定
め
る
労
務
単
価 

三 
諸
経
費 

管
理
者
が
定
め
る
諸
経
費 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
特
別
の
費
用
を
要
し
た
と
き
は
、
そ
の
費
用
を
加
算
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

３ 

条
例
第
十
三
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
管
理
者
の
負
担
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
範

囲
は
、
別
に
定
め
る
。 

（
メ
ー
タ
ー
の
検
査
請
求
） 

第
十
七
条 

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
給
水
装
置
の
う

ち
メ
ー
タ
ー
の
検
査
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
水
道
メ
ー
タ
ー
検
査
請
求
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
検
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
水

道
メ
ー
タ
ー
検
査
結
果
通
知
書
に
よ
り
請
求
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
給
水
装
置
標
識
） 

第
十
八
条 

給
水
装
置
を
設
置
し
た
家
屋
に
は
、
給
水
装
置
標
識
を
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
用
途
別
料
金
の
適
用
基
準
） 

第
十
九
条 

条
例
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
用
途
別
料
金
の
適
用
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

連
用
給
水
用 

条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
連
用
給
水
装
置
の
う
ち
、
集
合
住
宅
各
戸
に
給
水
栓
が

設
置
さ
れ
て
い
て
主
と
し
て
生
活
用
水
に
使
用
す
る
も
の
、
又
は
屋
外
に
設
置
さ
れ
た
一
個
の
給
水

栓
を
二
戸
以
上
の
使
用
者
が
使
用
す
る
も
の 

二 

湯
屋
用 

公
衆
浴
場
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
に
規
定
す
る
公
衆
浴
場
で
物
価

統
制
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
百
十
八
号
）
に
基
づ
く
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額
の
指
定
等

に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の 

（
検
針
の
定
例
日
） 

第
二
十
条 

条
例
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
定
例
日
は
、
月
の
一
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
定

め
る
。 

（
定
例
日
の
変
更
し
た
と
き
の
使
用
水
量
） 

第
二
十
一
条 

条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
例
日
以
外
の
日
に
メ
ー
タ
ー
の
検

針
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
使
用
水
量
に
よ
り
定
例
日
の
使
用
水
量
を
定
め
る
。 

（
使
用
水
量
の
端
数
計
算
） 

第
二
十
二
条 

条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
メ
ー
タ
ー
の
検
針
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

使
用
水
量
に
一
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
次
回
に
繰
越
し
て
計
算
す
る
。
た
だ
し
、

メ
ー
タ
ー
の
取
り
外
し
を
し
た
場
合
の
一
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。 

（
使
用
水
量
の
認
定
） 

第
二
十
三
条 

条
例
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
メ
ー
タ
ー
の
異
状
又
は
使
用
水
量
の
不
明
に
よ
る
使
用

水
量
の
認
定
は
、
前
期
の
実
績
又
は
前
年
同
期
の
実
績
に
よ
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
以
外
の
方
法
に
よ
り
使
用
水
量
を
見
積
る
こ
と
が
で
き
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
そ

れ
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
資
料
提
出
の
請
求
） 

第
二
十
四
条 

管
理
者
は
、
条
例
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
水
量
及
び
用
途
を
認
定
す
る
場
合
に
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お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
使
用
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
料
金
の
納
期
限
） 

第
二
十
五
条 

条
例
第
三
十
条
に
規
定
す
る
料
金
の
納
期
限
は
、次
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。た
だ
し
、

管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
別
に
納
期
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

口
座
振
替
に
よ
る
も
の
は
、
検
針
し
た
月
の
翌
月
の
十
七
日 

二 

そ
の
他
は
、
検
針
し
た
月
の
翌
月
の
二
十
五
日 

一
部
改
正
〔
令
和
五
年
九
月
十
五
日
〕 

（
料
金
等
の
領
収
印
） 

第
二
十
六
条 

集
金
に
よ
る
方
法
で
徴
収
す
る
料
金
、
手
数
料
そ
の
他
の
納
入
金
に
対
す
る
領
収
証
は
、

管
理
者
の
領
収
印
及
び
現
金
取
扱
員
の
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
有
効
と
す
る
。 

（
給
水
装
置
及
び
水
質
の
検
査
手
数
料
） 

第
二
十
七
条 

条
例
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
検
査
に
要
し
た
実
費
を
徴
収
す
る
場
合
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。 

一 

給
水
装
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
造
、
材
質
若
し
く
は
機
能
又
は
漏
水
に
つ
い
て
の
通
常
の
検
査

以
外
の
検
査
を
行
う
と
き
。 

二 

水
質
に
つ
い
て
は
、
色
及
び
濁
り
並
び
に
消
毒
の
残
留
効
果
に
関
す
る
検
査
等
飲
料
の
適
否
に
関

す
る
検
査
以
外
の
検
査
を
行
う
と
き
。 

２ 

管
理
者
は
、
検
査
の
必
要
が
な
い
と
定
め
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
検
査
の
請
求
を
拒
む
こ

と
が
で
き
る
。 

（
料
金
、
手
数
料
等
の
減
額
又
は
免
除
） 

第
二
十
八
条 

条
例
第
三
十
三
条
の
規
程
に
よ
り
、
生
活
保
護
世
帯
、
ひ
と
り
親
世
帯
及
び
高
齢
者
世
帯

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
福
祉
減
額
世
帯
」
と
い
う
。
）
の
水
道
料
金
を
減
額
す
る
と
き
は
、
管
理

者
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
福
祉
減
額
世
帯
以
外
の
料
金
、
手
数
料
、
そ
の
他
の
費
用
の
減
免
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
料
金
・
手
数
料
等
減
免
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
二
以
上
の
給
水
装
置
を
使
用
す
る
者
に
対
す
る
特
例
） 

第
二
十
九
条 

条
例
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
給
水
の
停
止
は
、
当
該
使
用
者
の
他
の
給
水
装
置
に
及

ぶ
も
の
と
す
る
。 

 

（
書
類
の
様
式
） 

第
三
十
条 

こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
。 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
宇
部
市
水
道
条
例
施
行
規
程
の
廃
止
） 

２ 

宇
部
市
水
道
条
例
施
行
規
程
（
平
成
二
十
六
年
管
理
規
程
第
三
十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

３ 

こ
の
規
程
の
施
行
前
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
宇
部
市
水
道
条
例
施
行
規
程
の
規
定
に
よ
り

な
さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
制
定
後
の
宇
部
市
水
道
条
例
施
行
規
程
の
相
当
規
定
に
よ

り
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

附 

則
（
第
一
次
改
正
） 
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（
施
行
期
日
） 

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
第
二
次
改
正
） 

 

（
施
行
期
日
） 

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


